
 資料１  

密接な連携 

様々な資源による支援メニュ

ーにつなぐ 

山武市こども家庭センターについて  
 

１ こども家庭センターの設置について 

「こども家庭センター」は、母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行うことにより、全ての

妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、出産前から子育て期にかかる切れ目ない支援を行うとともに、

新たに、支援を要するこども・妊産婦等へのサポートプランの作成、民間団体と連携しながら支援体

制を強化するための地域資源の開拓などを担うこととされています。令和４年の改正児童福祉法等に

より、市町村は「こども家庭センター」の設置に努めなければならないこととされております。 

 

２ 山武市こども家庭センター事業内容および配置等について 

 

妊娠期から出産、子育て期までの悩みや相談への対応 〇児童及び妊産婦の福祉や母子保健の相談等

（子育て世代包括支援センター）【母子保健機能】 　（子育て支援や家庭内の問題等の相談）

〇把握・情報提供、必要な調査・指導等

〇支援を要する子ども・妊産婦等へのサポート

　プランの作成、連絡調整

〇保健指導、健康診査等

子育て支援や家庭内の問題等の相談への対応

（子ども家庭総合支援拠点）【児童福祉機能】

※教育部との定期的な会議を実施し、連携を図り、総合的な

　子育て支援を強化する。
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３ 山武市こども家庭センターイメージ（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

現  在 令和８年４月～ 
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妊産婦 子育て世帯（保護者） 子ども 

山武市こども家庭センター 

県児童相談所 

山武市要保護児童対策地域協議会 

こども園・保育園等 

＜一時預かり・病後児保育・医療的ケア児等＞ 

児童発達支援 

教育委員会・学校・幼稚園 

   ＜教育相談・幼稚園の子育

て支援等＞ 

医療機関 

家や学校以外の子どもの居場所  

放課後学童クラブ 

身近な相談機関や資源と密接に連携し、支援メニューにつなぐ 

等 

協働 警察 

産前産後サポート・産後ケア 

 

子育て支援センター 

トータルサポート会議 


